
令和 4 年度  第 9 回 

郡 市 医 師 会 長 会 議                
               日時 令和 5 年 1 月 26 日（木）  
                  15 時 00 分～  
               場所 県民健康センター2 階大ホール  
 
   会 長 挨 拶          

 
 
 
 
   協 議 事 項         

１ 会長･副会長･常任理事協議事項について  
 
 

【郡市医師会長検討事項】  
 １ 准看護学院で活用できる奨学金制度の充実について  
  赤津  所沢市医師会長  
 
 
 ２ 高齢医師会員の退会について  
  井上  秩父郡市医師会長  
 
 
 ３ 学校健診における衣服着脱の問題について  
  髙木  南埼玉郡市医師会長  
 
 
   報 告 事 項         
 １ 新型コロナウイルス感染症疑い救急患者の受入医療機関について  
  桃木常任理事  

登坂（英）常任理事  
 



 ２ 診療に関する相談件数等について（令和 4 年 12 月分）  
  松本常任理事  
     ※件数 2 件  
 
 

３ 医療事故調査制度の相談事案（令和 4 年 11 月分）について  
  松本常任理事                  
     ※件数 0 件  
 
 
 ４ 産業医委嘱契約書の確認について  
  寺師常任理事     
 
 
 ５ 第 60 回埼玉県医学会総会プログラム・抄録集について  
  寺師常任理事     
     日時：令和 5 年 2 月 26 日（日）8:50～  

場所：Web 配信  
 
 
 ６ 保険医療機関の指定について（令和 4 年 12 月～令和 5 年 1 月分）  
  小室常任理事                 
 
 
 ７ 保険医療機関及び保険医の行政処分について  
  小室常任理事                   関東信越厚生局  
 
 
 ８ 会長･副会長･常任理事報告事項について  
 
 
 
 
 そ の 他         



[ 資 料 配 布 ]           （ホームページ掲載） 

１ 医療現場における個人情報保護の徹底について（2 枚） 

 桃木常任理事                    県保健医療部 
 

２ 厚生労働省委託事業令和 4 年度「医療情報セキュリティ研修及びサイ

バーセキュリティインシデント発生時初動対応支援・調査事業」に関

する周知について（4 枚） 

 小室常任理事                        日医 
 

３ 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の

一部を改正する法律」の公布について（30 枚） 

 登坂（英）常任理事                     日医 
 

４ 医師法第 17 条、歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31
条の解釈について（その 2）（5 枚）  

 登坂（英）常任理事                 県保健医療部 
 

５ 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関

する指針の一部改正について（45 枚） 

 登坂（英）常任理事                 県保健医療部 
 

６ 放射性同位元素等の規制に関する法律における未承認放射性医薬品

等の取扱いについて（9 枚） 

 登坂（英）常任理事                 県保健医療部 
 

７ 日本医師会・日本がん登録協議会共催シンポジウム「がん登録データ

と個人情報保護」の開催について（2 枚） 

 登坂（英）常任理事                     日医 
 

８ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等の公布につ

いて（60 枚） 

 登坂（英）常任理事                 県保健医療部 
 

９ 新たに薬事・食品衛生審議会において公知申請に関する事前評価を受

けた医薬品の適応外使用等について（10 枚） 

 登坂（英）常任理事                     日医 
 



郡市医師会長会議検討テーマ 

 

                      日付令和５年１月２６日 

 郡市医師会名：所沢市医師会 

 

 検 討 テ ー マ：准看護学院で活用できる奨学金制度の充実について 

 

 要     旨： 

  医師会立看護専門学校、准看護学院は埼玉県に就職する看護人材育成の場

として非常に重要であるが、年々運営は厳しさを増している。上田県政の頃

に金井会長と陳情に伺ったが、時代の流れか、状況が好転することはなかっ

た。 

  埼玉県は医師、看護師共に全国最低レベルの充足であるが、今回のコロナ

禍で地元人材育成が重要であることが再確認できた。すなわち、平素東京で

診療を受けている県民の診断、治療まで埼玉県の医療・看護従事者が担当す

ることになった。診療・看護の逼迫は医師会会員全員が共有していると思う。 

地元で働く看護人材育成はレカレント教育、母子家庭の就業支援、将来の納

税者確保のために重要である。教育の充実は中、高、大学の若者に限定すべき

ではない。年齢を問わず、やり直しの効く場としての医師会立学校への奨学金

制度の充実が求められる。 

介護士、介護補助者に対する財政支援が続く中で准看護師、看護師へのキャ

リアパスを描くことを躊躇するのは学費、生活費負担の面が大きいと思う。准

看護学院では看護専門学校に比較すると活用できる奨学金が少ないし、人数

も限定的である。隣接する東京都は実質給付型奨学金と同様な修学資金制度

を令和４年４月から運用しており、このままだと埼玉は人材を育成するだけ

の場として活用され、地元の人材充実には繋がらない。埼玉県においても東京

都と同様な仕組みのご配慮を頂けないか検討をお願いしたい。検討の場合は

東京から埼玉の学校に入学し、埼玉で勤務を希望する場合の奨学金制度の創

設になると思う。 

 

 参考：１．所沢市准看護学院で活用できる奨学金制度 

    ２．東京都看護師等修学資金制度の改正について 

（東京都福祉保健局 HP より） 

    ３．埼玉県地域保健医療計画（抜粋） 
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准看護師課程で活用できる奨学金（所沢市准看護学院の例） 
 
1．埼玉県看護師等育英奨学金 
埼玉県が貸与する奨学金制度 
経済的理由により修学が困難であり、卒業後県内に就業することが確実な方が対象 
希望者の中から経済状況を考慮し、選考される。 
 近年は 1 学年に 1 名程度奨学金を受けることができています。 
 
２．高等学校等就学支援金 
埼玉県が貸与する奨学金制度 
修学が困難である者が対象 
※ただし、国公私立の高等学校（修業年限が３年未満のものを除く）を卒業または終
了したことがある場合は、就学支援金の受給資格はない。 
希望者の中から経済状況を考慮し、選考される。 

中学校卒業が対象なので年度によって対象者がない場合がある 
 
３．所沢市医師会会員の医療機関による奨学金制度 
所沢市医師会会員の医療機関独自の奨学金制度 
制度の詳細等につきましては直接医療機関に問い合わせが必要である。 
  
４．国の教育ローン 
日本政策金融公庫 上限 350 万円まで。 
子どもの人数に応じた世帯収入の上限額を超えない方が利用可能である。 
 
５．東京都看護師等修学資金制度（予定） 
東京都の修学資金制度で R4.4.1 から養成施設の要件が緩和され、准看護学院も 
高額な資金援助を受ける対象となった。条件は都内に居住地を有し、都外の養成 
施設に在学し、かつ将来、都内において看護業務に従事しようとするもの。卒後の従
事期間により返還免除要件があり、実質給付型奨学金として機能すると思料 
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貸与種別
養成施設等

貸与月額 返還免除要件
（従事期間）課程 設置主体

第一種

准看護師 21千円 指定施設(注)で５年
→各貸与月額×貸与月数分免除

※訪看での勤務は就業4年目か
ら免除対象

保健師
助産師
看護師

国公立 32千円

その他 36千円

大学院（修士） 83千円 都内施設で５年
→83千円×貸与月数分免除

第二種 25千円
×２口まで なし

養成施設
等 貸与月額 返還免除要件

（従事期間）

全ての課程
・

設置主体

25千円 (①)
50千円 (①②)
75千円 (①②③)
100千円 (①②③)

①都内施設で５年勤務
→25千円×貸与月数分免除

②指定施設(注)で５年勤務
→50千円×貸与月数分免除

③指定施設(注)で７年勤務
→75千円分×貸与月数分免除

※訪看での勤務は就業１年目から免除対象

現行制度
申込資格等

申込資格 ①都内の養成施設または大学院に在学し、かつ将来、都内において看護業務
に従事しようとするもの

返還期間・延滞利率等

返還期間 養成施設→貸与期間と同期間内に返還
大学院→卒業後10年以内に返還

初回返還開始月 ４月(卒業の翌月)

延滞利率 年5％

返還期間・延滞利率等

返還期間
25千円、50千円→貸与期間と同期間内に返還
75千円→貸与期間の1.5倍の期間内に返還
100千円→貸与期間の2倍の期間内に返還

初回返還開始月 10月(卒業から６ヶ月後)

延滞利率 年3％

新制度（R4.4.1〜）
申込資格等

申込資格
①左記のとおり
②都内に居住地を有し、都外の養成施設に在学し、かつ将来、都
内において看護業務に従事しようとするもの

改正概要

（注） 指定施設︓２００床未満の病院､病床数の８０％以上が精神科病床の病院､診療所､介護老人保健施設､訪問看護ステーション等

東京都看護師等修学資金制度の改正について

令和3年9月
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郡市医師会長会議検討テーマ 

 

                       日付 令和５年１月２６日 

 郡市医師会名 ： 秩父郡市医師会 

 

 検 討 テ ー マ ： 高齢医師会員の退会について 

 

 要     旨： 

 

 細々と日常診療をしている７０歳代の開業医で、オンライン資格確認原則義

務化を機会に閉院し、同時に医師会退会を希望している先生が当地には数名い

ます。 
 
 現在、松本日本医師会会長の方針の下、医師会の組織力強化のために医学部

卒後５年の医師の会費減免の動きがあります。医師会員増数のためには若い医

師を入会させることも一手段ですが、現会員が退会してしまっては元も子もあ

りません。 
 また、長年に渡り医師会や地域医療に貢献してきた高齢医師会員が閉院や退

会に追い込まれることは非常に残念でなりません。 
 
 今からでもオンライン資格確認の原則の見直しができないものか、また高齢

医師会員が閉院や退会を考えないで済むような方策を県医師会、日本医師会で

も検討して頂きたいと要望します。 

 

 

井上 秩父郡市医師会長



郡市医師会長会議検討テーマ

郡市医師会名：南埼玉郡市医師会

日付令和5年1月12日

検討テーマ：学校健診における衣服着脱の問題について

要 旨：学校健診時の脱衣が問題視され、京都府では署名運動まで起こって

いる。文科省は令和3年3月に「児童生徒等の健診診断時の脱衣を伴う検査における留意点

について」の事務連絡を出しているが、具体が無く現場での配慮を求めている。

脱衣を嫌がる理由としては、友人に裸を見られることへの嫌悪だけなぐ異性医師に裸を

見られる事への嫌悪もあり、この傾向は低年齢の女児や男児にも広がっている。

この状況では、令和5年の学校健診においてもトラブルを生じることも心配され、真面目

に所見をとろうとする学校医が非難の対象となることが有ってはならないと考える。また

着衣で健診した際に、側臂症や皮虜所見の診断精度が下がることを保護者に周知する必要

 が有る。

埼玉県医師会は埼玉県教育局と協議し、令和5年の学校健診に向けて具体性の有る指針

を作成し、学校・学校医に示して頂くことを要望する

  備考

※当日の配布資料等がありましたら、添付ください。
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髙木 南埼玉郡市医師会長



児童生徒等の健康診断時の脱衣を伴う検査における留意点について示しますの

で、参考にしていただき、適切に実施くださるようお願いします。

事務連絡

令和3年3月2 6 g

各都道府県・指定都市教育委員会学校保健担当課

各都道府県教育委員会専修学校主管課

各都道府県私立学校主管部課

独立行政法人国立高等専門学枝機構本部事務局担当課

高等専門学校を設置する各公立大学法人担当課

高等専門学校を設置する地方公共団体担当課

高等専門学校を設置する各学校法人担当課 御中

各文部科学大臣所轄学校法人担当課

附属学校を置く各国公立大学法人附属学校事務主管課

構造改革特別区域法第12条第1項の認定を

受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課

各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課

児童生徒等の健康診断時の脱衣を伴う検査における留意点について

学校における健康診断の実施に当たっては、「児童生徒等の健康診断マニュアル平

成27年度改訂」（（公財）日本学校保健会）において示しているとおり、児童生徒等

のプライバシーの保護や男女差等への配慮を行い、児童生徒等の心情も考慮して実施す

ることが大切です。併せて、適切、正確な診察や検査等を実施することが児童生徒等の

健康のために重要であり、疾患を発見できず治療の機会を逸すること、ひいては学校生

活に支障をきたすことがあってはならないと考えています。そのため、このたび、学校

保健関係者の意見を聴き、脱衣を伴う検査における留意点について別紙のとおりとりま

とめましたので、各学校におかれては、これを参考に、健康診断を実施されるようお願

いします。

都道府県・指定都市教育委員会におかれては所管の学校（高等課程を置く専修学校を

含み大学を除く。以下同じ。）及び域内の市区町村教育委員会に対して、都道府県私立

学校主管部課におかれては所轄の学校法人等を通じてその設置する学校に対して、独立

行政法人国立高等専門学校機構理事長並びに高等専門学校を設置する各公立大学法人
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の理事長、地方公共団体の長及び各学校法人の理事長におかれては、その管下の学校に

対して、文部科学大臣所轄学校法人におかれてはその設置する学校に対して、国公立大

学法人におかれてはその設置する附属学校に対して、構造改革特別区域法（平成14年

法律第189号）第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課にお

かれては所轄の学校設置会社及び学校に対して、都道府県・指定都市・中核市認定こど

も園主管課におかれては所管の幼保連携型認定こども園及び域内の市区町村認定こど

も園主管課に対して、厚生労働省におかれては所管の高等課程を置く専修学校に対して

周知されるようお願いします。

<本件連絡先〉

文部科学省初等中等教育局

健康教育・食育課保健指導係

TEL : 03-5253-4111(内線 2918)
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別紙

脱衣を伴う検査における留意点

  1. 健康謗断を実施するに当たっては、児童生徒等の心情への配慮と正確な検査・診

察の実施を可能にするため、学校医と十分な連携の下、実施方法（脱衣を含む)

について共通認識を持ち、必要に応じて事前に児童生徒等及び保護者の理解を得

るなど、円滑な健康診断実施のための環境整備に努めること。

  2. 診察や検査等に支障のない範囲で、発達段階に合わせた児童生徒等のプライバシ

―の保護に十分な配慮を行うこと。また、検査を待つ間の児童生徒等のプライバ

シーの保護にも配慮すること。

  3. 衣服を脱いで実施するものは、すべての校種・学年で男女別に実施するなど、発

達段階を踏まえた配慮を行うこと。

  4. 検査の際には、個別の診察スペースの確保や、実情に応じて教職員の役割分担（補

助や記録）についても配慮すること。

  5. 脱衣を伴う検査に限らず、保健調査票等が正確に記入されることで健康診断の精

度も上がることから、保護者の適切な協力を得るよう努めること。

(参考）学校健康診断を行う場合の工夫例

・児童生徒等や保護者への事前の対応については、保健だよりや学年通信等を活用し、

正しく検査を受け、疾病等を早期に発見することの重要性について理解を得るとと

もに、脱衣を伴う場合はその必要性やプライバシーへの配慮を含む実施方法につい

て、丁寧に説明し、理解を得る。

・検査時の服装については、事前に学校医と共通認識を図り、検査を受けやすい服装

で実施する。

・ついたて（囲い）やカーテン等の配慮を工夫し、個別の診察スペースを確保する。

・検査の会場（保健室や教室等）内では、待機する人数を最小限にするなど、プライ

バシーの保護に配慮した環境づくり等に努める。

・特に配慮が必要な児童生徒等に対しては、検査の時間を他の児童生徒等とずらすな

ど、個別に対応する。

4
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小中学校の健B診断を子どもの上半身を裸にして行って

いる京都府畏岡京市教育委員会に対し、着衣での健診を求

める保弦者らか、市内外から渠まった約5300筆の署装,を

提出した。市教委側は「これまで説明不足があったJと述

ベ，12月の市教委定例会で或論する考えを示した。

「大人に自分の裸をさらす：モの恥すかしさを考えたと

き，親として許せなかった」.大学1年の長女がいる会社

員、江川学さん（45)は22日一.聖名用紙の束を手に.

切々と訴えた。受け取った市敦委の担当者は「病気の見逃

しがあってはならないか.フライバシーへの配ルも型要.：

子どもたちに寄り添つrこ遙論ができたら』と述べた.・

同市ては今年度の健診を.全14小中芋校て上半身の服をすべて脱がせて実施.、f背曾

が左右に曲がる脊柱（せきちゆう）側渴症や虐待などを見落とさないために脱衣が必要.）

とする乙訓医師会の見解に@ついている。

一方保芯者らは10月.「子ともたちの安心できる儲頭診断をめさす会」を設立 「時

代の変化わ子ども一人一人の背畏を考え.一律に脱かせるのは反対」として、下Sなとを

Sけて儲診ができるよう市と市教委に求めるS名活動を始めた。約1力月で4958人の市

民と，市外からも355人の玲同を得た。今後も活仙を続ける方針たという.:.

健®.診曲を上半良棟て行うことについては，側泛症や虛待の痕跡などを早即に発見する

ために必要とされる。一方、異性の医師などに裸を見られることに児藍生徒や保雄者から

 不安の声も上がり.下;Sを4S用したまま実施可る字校もある。【添β香苗】

每日新問京都支局では，做凍診断と脱衣を迎る問題(こついて取材を進めています。活報

やごS見をメールtkyotofQimainichi.co.jp)か郵送（〒602—08フ7京都市上京区河原

町通丸太町上ル）てお寄せくたさい,.ツイッターの京都支局公式アカウント

(@mainichi一kyoto)でも受け付けます。

5



「学校での半裸健診、早くやめるべき」医師盗撮

逮捕で教員から怒りの声
20226 00

・人匹行子

蹄卿

「盗撮は最悪の車態で許せない。京都布

立学校で行われている半裸健診も，と（こか

く早くやめるべきJ 〇岡山市内の中学校の

定期健康診断で下若姿の生徒を盗isしてい

たとして医師が京都府筈に逮捕された率件

を受け、京都市立中のある教員が京都新問

社に怒りの声を寄せた。京都新問社は2 〇

2 0年、一部の自治体や字校の健診で・児

堕生徒に上半身裸にさせていることに対す

る保誤者の疑問や校医の見解を報じたが、

いまたに健診を巡る不安の声は絶えない。

今回は、現埠の教員の声や與門粟の怠見か

ら、安心安全な健診の在り方についてあらためて考えたい。

・中字での一律脱衣健診は少数派

京都市教育委百会は.学校の定期健診時に児竜生徒の上半身を脱衣させるよう，市立の全

ての幼小中高校と貶台支援学校に通知している,，市学校医会と協通した結果といい、脱衣の

理由を「見逃しのない診察をするためJと説明する・，

一方，京都市を除く京都府内では，脱衣をさせない学校も一定ある。府医師会が京都市を

除く府内全公立小中学校を対象に行った2 01S年¢アンケートによろと、苛骨のゆか'みを

診る検査を男女とも上半身脱衣で実施したのは小学校で7 0 ・ 9%.だが生徒の心身が大き

く変化する中学校では3 2 -1%にとどまる。他の政令指定都市でも、一律に脱衣で迎診を

行っていろ自治体は少数た,，

京都新問社に声を寄せた教員は訴える。「思春期の生徒が半裸を強制される気持ちの惡い

独自ルールに、生徒からは毎回助けを求められ、保迸者からは苦惜が来る。ただ教育委員会

が方針を変えないため『.:央まりなのでと返すしかない。私たちは生徒の心を守ってやれな

いのてしようか」

この教頁は以前から1・半裸健診」を問題視し、疫・護教諭に相談してきた,.,だが現状は変わ

らず.宵理既や称誰教諭から「生徒から反対窟艮が出ても教師は同調したり共碎したりしな

いようにJと言われたという。健診の在り方を疑問視する教員は他にもいるが.職場てはこ

の話題を待ち出してはいけない雰囲気で、声を上けづらいと漏らす。

市立a教員も「裸を嫌がって生徒が逃げたり.脱がない生徒に校医が声を荒らげたりとい

う話はこれまで何度も問いた」と話す。半裸にさせる必要性については「学校側は疾患を見

逃さないためと言うか'、功率よく健診を済ませたいというのが本音。少なくとも私は必要性

を理解していません.1ときっばり。「会社の健診とか.大人には同じことやらないでしょ

う。子ども相手だったら無理強いか許されると思っているのか」と指摘した。

・字校の性被害防止に取り組むN P 0法人代表迅井明子さんに間く

「今回の盗振果件を、迷捕された医師個人の問題で済ませるへきでない。学校健診は昔か

ら性的なトラブルを抱えやすい場だった」と指摘するのは、学校の性被苫防止に取り組むN

P0法人スクール・セクシュアル・ハラスメント防止全国ネットワーク（大阪府守口市）の

氾井明子代表だ。健診をめぐる課題と対策について.屯井代表に問いた。6



市内

鋤

鋼

「学校での半裸健診、早くやめるべき」医師盗撮

逮捕で教員から怒りの声
2022-7^ lc：B 5:^0

人二;.レ]

保存一

診察が長いのでは、という相談があったりした

は茂きだ」

「毎年十数件寄せられる，ある生徒は、

かかりつけ医でもある校医に久しぶりに健

診で会った時、胸に聴珍器を当てられた夕

イミングで’r大きくなったね』という声を

掛けられ、非常に不安に思ったという。触

診に違和感を持ったという声も少な く な

「私は中字校教員だった2 〇年以上前か

ら健診での性被害に問題S識を持ってい

た.，医にいやらしい自で見られたuと

打ち明ける生徒がいたり.特定の生徒だけ

,今でも裡で健診をさせている学校があるの

-生徒が健診の悩みを打ち明けるとr目:¢識過剌だ」で';§まされると問く。

「自S識過剌は性被害者によく向けられる言栞だが、私は二次加1X"だと考える,、それによ

って被害の声を上げづらくなる」

-今回の盜揃を、医師個人のa釘の問題だと捉えるs見もある。

「それは違う。教Wによるセクハラもそうたが、学校での性加'番は、弱い立場にある生徒

か、嫌でも断れないという力問係の中で起きている。健診の脱衣も力閉係の中で強制され、

児童生徒と保誕者の不安や、盗のような性被甚のリスクにつながっている。盗船は職業や

場所に閲係なく起こる。どこにどんな問題が潜んでいるか分からないという視点て.字校は

健診の在り方を見直すべきだ」

7



令和5年1月23日

南部 1 川口市
医療法人社団協友会
東川口病院

048-295-1000

2 春日部市
医療法人光仁会
春日部厚生病院

048‐736-1155

3 春日部市
医療法人社団嬉泉会
春日部嬉泉病院

048-736-0111

4 春日部市 医療法人梅原病院 048-752-2152

5 吉川市
医療法人社団協友会
吉川中央総合病院

048-982-8311

6 白岡市 白岡中央総合病院 0480-93-0661

7 越谷市
医療法人社団協友会
越谷誠和病院

048-966-2711

8 春日部市
医療法人秀和会
秀和総合病院

048-737-2121

9 春日部市
医療法人財団明理会
春日部中央総合病院

048-736-1221

10 三郷市
医療法人三愛会
三愛会総合病院

048-958-3111

11 越谷市 医療法人社団大和会　慶和病院 048-978-0033

12 さいたま市 さいたま市民医療センター 048-626-0011

13 さいたま市
独立行政法人地域医療機能推進機構
さいたま北部医療センター

048-663-1671

14 さいたま市
独立行政法人地域医療機能推進機構
埼玉メディカルセンター

048-832-4951

15 上尾市
医療法人藤仁会
藤村病院

048-776-1111

16 伊奈町
医療法人社団愛友会
伊奈病院

048-721-3692

17 鴻巣市
医療法人社団浩蓉会
埼玉脳神経外科病院

048-541-2800

18 狭山市
社会医療法人財団石心会
埼玉石心会病院

04-2953-0909

19 狭山市
医療法人社団清心会
至聖病院

04-2952-1000

20 狭山市 狭山中央病院 04-2959-7111

21 和光市
独立行政法人
国立病院機構埼玉病院

048-462-1101

22 新座市
社会医療法人社団
堀ノ内病院

048-481-5168

23 新座市
医療法人社団武蔵野会
新座志木中央総合病院

048-474-7211

24 所沢市
一般社団法人巨樹の会
所沢明生病院

04-2928-9110

25 入間市 原田病院 04-2962-1251

26 日高市 岡村記念クリニック 042-986-1110

27 日高市 武蔵台病院 042-982-2222

28 所沢市
社会医療法人至仁会
圏央所沢病院

04-2920-0500

29 小川町 小川赤十字病院 0493-72-2333

30 川越市
医療法人豊仁会
三井病院

049-277-7087

31 川越市
医療法人社団誠弘会
池袋病院

049-231-1552

32 三芳町 イムス三芳総合病院 049-258-2323

33 ふじみ野市
医療法人誠壽会
上福岡総合病院

049-266-0111

34 東松山市 東松山医師会病院 0493-22-2822

35 東松山市 医療法人　埼玉成恵会病院 0493-23-1221

36 行田市
社会医療法人壮幸会
行田総合病院

048-552-1111

37 本庄市 本庄総合病院 0495-22-6111

38 熊谷市 熊谷外科病院 048-521-4115

39 熊谷市 埼玉慈恵病院 048-521-0321

40 皆野町 皆野病院 0494-62-6300

41 秩父市 秩父病院 0494-22-3022

疑い患者受入医療機関

中央

ＭＣ
区分

市町村別 医 療 機 関 名
整理
番号

電話番号

北部

西部第１

東部

西部第２

秘

桃木常任 登坂（英）常任



新規（１）

ＭＣ区分 整理番号 市町村別 医 療 機 関 名 電話番号

1 西部第１ 28 所沢市
社会医療法人至仁会
圏央所沢病院

04-2920-0500

削除（１）

ＭＣ区分 整理番号 市町村別 医 療 機 関 名 電話番号

1 東部 11 幸手市
社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス
東埼玉総合病院

0480-40-1311

疑い患者受入医療機関増減　令和５年１月２３日現在（4.12.12比較） 



　 産業医委嘱契約書の確認について

令和4年12月10日～令和5年1月19日　合計7件（新規5件・更新2件）

№ 郡市医師会名 産 業 医 名 病 ・ 医 院 名 契約者（事業場）名・所在地 備　　　　　　考　　　

1 1 浦和 冨岡 尚子 西部総合病院
さいたま市見沼区大字新右衛門新田111番地
株式会社 大宮自動車教習所

事業所の職員と西部総合病院の医師が知り合い
だったため、直接依頼があったとの事。

会員 新規

2 10 上尾市 武重 直敏 武重外科整形外科
上尾市中分6丁目40番地
株式会社 大宮ゴルフコース

会員 新規

3 13 さいたま市与野 久米井 和彦 久米井医院
さいたま市中央区大字下落合1704番
埼玉県国民健康保険団体連合会

会員 新規

4 16 東入間 櫻井 直彦 さくらクリニック
入間郡三芳町上富844-2
株式会社 有村紙工

会員 新規

5 19 比企 星 理恵
ほしこどもおとな

クリニック
東松山市大字上野本1873番1
特別養護老人ホーム ふるさとの杜かみのもと

会員 新規

6 23 北埼玉 福島 佐代子 本町福島クリニック
加須市古川一丁目2番1
株式会社 ベジノーバ

会員 更新

7 29 吉川松伏 岡村 長門 岡村クリニック
吉川市旭3番4号
田辺工業株式会社 埼玉技術センター

会員 更新

寺師常任



寺師常任
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令和4年12月15日

関東信越厚生局

保険医療機関及び保険医の行政処分について

令和4年12月14日に開催された関東信越地方社会保険医療協議会において、「保険医

療機関の指定の取消」及び「保険医の登録の取消」について、これらを妥当とする答申が

ありました。

これを受け、関東信越厚生局長は、以下のとおり行政処分を行いましたのでお知らせし

ます。

【行政処分の内容】

1.保険医療機関の指定の取消

   (1) 名称

  (2) 所 在 地

   (3) 開設者

  (4) 指定取消年月日

  (5) 根拠となる法律

茂松クリニック

東京都港区赤坂二丁目22番20号103

尹政善（茂松政善）

令和4年12月16日

健康保険法（大正11年法律第7 0号)

第8 0条第5号

2.保険医の登録の取消

  (1)氏名 尹政善（71歳）

  (2 )登録取消年月日令和4年12月16日

(3)根拠となる法律 健康保険法（大正11年法律第7 0号）

第81条第2号

[行政処分に至った経緯】

個別指導を実施したところ、実際には初診、処置、手術、麻酔を実施していないにも

かかわらず、診療報酬が請求されているという疑義が生じたため個別指導を中断した。

その後、患者調査を行ったところ、診療報酬を不正に請求している疑いが濃厚となった

ため、監査要綱の第3の1及び2に該当するものとして、令和2年8月から令和3年7

月まで計6日間の監査を実施したが、度重なる監査の通知にもかかわらず、正当な理由

なく出頭せず、監査を拒否した。

小室常任



【行政処分の主な理由】

  1. 保険医療機関

開設者である尹政善（茂松政善）は、監査への出頭を求められ、正当な理由なく、監

査を拒み、忌避した。

  2. 保険医

保険医である尹政善は、監査への出頭を求められ、正当な理由なく、監査を拒み、忌

避した。


